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国連気候変動枠組条約補助機関第 16 回セッション

の概要：  
2002 年 6 月 5-14 日  

1992年の国連気候変動枠組条約(UNFCCC)での補助

機関による第 16回セッション(SB-16)が、2002年 6

月 5-14日ドイツ、ボン市、マリチーム・ホテルで開

催された。152の締約国、一つのオブザーバー国家、

112のオブザーバー機関、および４つのメディアか

ら、1100名を超える参加者が出席した。2001年 11

月に京都議定書の運用上の詳細に関する 3年間の交

渉を完結した出席者は、ボン合意に対するマラケシ

ュ合意の実施および UNFCCCでの問題に焦点を当

てる交渉での新しい段階に入るため、ボンで会合し

たのである。 

SB-16で明らかになったことは、気候プロセスがど

の方向に進むべきかについて、各締約国の見解がい

かに異なっているかであった。この会合は、この点

や、将来の交渉での焦点と意図における（各締約国

間同士のー訳注）相反するスタンスにつきまとわれ

ていた。一部の締約国は、現在に確固とした焦点を

当てることを望み、短期的な技術課題に取り組む一

方で、議定書が発効し、追加的な政治モーメンタム

が出てくるまでは、基本的に現状維持のパターン保

持を望んだ。他の締約国は、未来に目を向け、長期

的な目標と将来の約束に関する議論開始の必要性を

見据えていたようであり、このアプローチは、一部

から厳しい抵抗にあった。さらに他の締約国は、ど

うやら近い過去に焦点を当て、また政治的により受

け入れやすい条件を確保することで、マラケシュか

らの論議を継続するという望みにも注目していたよ

うであった。こういった各国の認識における対立危

機は、2002年 10月のニューデリーでの第 8回締約

国会議にまで持ち越される可能性が高い。 

UNFCCCと京都議定書の歴史的経過概要 

気候変動は、人類の健康と福利、グローバル経済、

そして世界の環境の持続可能性にとり、もっとも深

刻な脅威の一つと考えられている。科学者の主流は、

地球の気候が、二酸化炭素のような温室効果ガスの

人為的な排出による影響を受けているとの認識で、

意見が一致している。一定の不確実性がまとわりつ

くとはいえ、科学者の大半は、速やかな予防的行動

が必要であると信じているのである。 

気候変動に対する国際的、政治的対応は、UNFCCC

交渉で明確な形となった。1992年に採択された

UNFCCCは、気候システムに対する「危険な干渉」

を避けるための、温室効果ガス大気中濃度安定化を

目指した行動の枠組を設定している。UNFCCC は、

1994年 3月 21日に発効し、現在 186の締約国を有

している。 

京都議定書：1995年の第一回締約国会議(COP-1)で

は、気候変動と戦う努力を強める合意に達すること

を任務とするベルリンマンデートアドホックグルー

プが結成された。1997年 12月の日本の京都での

COP-3で頂点に達した厳しい交渉の末、参加者は、

先進国および市場経済移行国が一定量の排出目標達

成を約束するという UNFCCC下の議定書で合意し

た。UNFCCCでは附属書 I締約国として知られるこ

れら（削減目標約束―訳注）諸国は、2008年から 2012

年の間(第一約束期間)に、６つの温室効果ガスの排

出量全体を 1990年度の水準より少なくとも 5%削減

し、それぞれの国により異なる特定目標を持つこと

で約束した。この議定書はまた、附属書 I 締約国が

それぞれの国内目標を費用効果のある形で達成する

のを助けるため、３つのメカニズム―排出量取引シ

ステム、附属書 I 締約国間での排出削減プロジェク

トの共同実施(JI)、非附属書 I (開発途上国) 締約国で
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のプロジェクトを奨励するクリーンな開発メカニズ

ム (CDM)―を設定した。 

これらの排出削減をどう達成するのか、また各国の

努力をどう計算し、評価するのかに関する規則と運

用上の詳細の大半を決定することは、その後の会議

に回された。議定書が発効するには、UNFCCCの締

約国 55カ国が批准する必要があり、これには 1990

年時点での二酸化炭素排出量全体の少なくとも 55%

に相当する附属書 I 締約国が含まれていなければな

らない。これまでのところ、74の締約国が議定書を

批准しており、これには全部の二酸化炭素排出量の

35.8%に相当する附属書 I締約国 21カ国が含まれて

いる。 

ブエノスアイレス行動計画：1998年 11月にアルゼ

ンチンのブエノスアイレスで会合した COP-4で、締

約国は、議定書の運用上の詳細に関する合意達成と、

UNFCCC自体の実施強化に向けたスケジュールを

設定した。ブエノスアイレス行動計画として知られ

る決定書(BAPA)で、出席者は、合意に達する最終的

な会合は COP-6とすることで合意した。議定書関連

で解決を必要としていた重要問題には、メカニズム、

締約国の遵守を評価する体制、各国の排出量と排出

削減を計算する方法、が含まれていた。炭素吸収で

のクレジット発生国に対する規則も扱われなければ

ならなかった。UNFCCC下での解決を必要とする問

題には、キャパシティ・ビルディング、技術開発と

技術移転、気候変化の悪影響、または先進工業国が

気候変化と闘うためにとる行動に対応した、特に脆

弱な開発途上国への支援といった問題が含まれてい

た。 

COP-6で合意の基盤を築くのを助けるため、1999年

から 2000年にかけて、数限りない公式のそして非公

式の会合や折衝がもたれた。しかし、COP-6が近づ

くにつれ、主要問題での政治的立場で溝が残り、妥

協の意志を示すものは少なかった。 

COP-6 パート I：COP-6および UNFCCC補助機関

の再開第 13回セッションは、2000年 11月 13-25日

にオランダのハーグで開かれた。交渉の第 2週に、

オランダの住宅・空間計画・環境省の大臣である Jan 

Pronk COP-6議長は、ハイレベルの非公式プレナリ

ーセッションを行うことで、多くの異論ある政治的、

技術的な問題での進展を容易にしようとした。 

しかし 11月 23日木曜日の時点で、交渉はこう着状

態のままとなり、Pronk議長は打開を図るため、主

要問題に関する議長案を含めたノートを配布した。

36時間ほどの熱の入った討議でも、交渉担当者たち

は、合意に達することができず、特に困難であるの

は、資金問題、メカニズム利用の補足性、遵守、お

よび土地利用、土地利用の変化、森林  (LULUCF)で

あることが判明した。11月 25日土曜日の午後に、

Pronk議長は、出席者が合意に至らなかったことを

発表した。締約国は、COP-6を一時中断し、2001年

に作業を再開する意思を表明した。 

COP-6 パート IIへの準備作業：COP-6パート Iの後、

交渉を軌道に戻す努力の一環として何回かの会合と

折衝がもたれた。Pronk議長は、出席者が妥協にい

たるのを助けるため、2001年 6月後半に統合交渉文

書を提出した。しかし、一部の参加者が、COP-6パ

ート I以来立場に変更はないとの意見を表明する一

方、他の参加者は、LULUCFや CDMでの吸収、お

よび資金面といった問題での立場のへだたりが拡大

している可能性があると示唆した。 

COP-6パート IIへ向けた公式の準備作業に加えて、

ハーグでの会議後、いくつかの政治的な展開があっ

た。2001年 3月には、米政権が、議定書は米国経済

に損害を与え、また開発途上国に対して排出目標の

達成を求めておらず「致命的な欠陥があると考える」

として、議定書を拒否した。 

COP-6 パート II：COP-6パート IIと UNFCC補助機

関の第 14回セッションは、2001年 7月 16-27日に

ドイツのボンで会合した。出席者は、主要文書での

意見の相違を解決するため、7月 16-18日に非公開

の交渉グループで会合した。7月 19日にはハイレベ

ル・セグメントが始まり、参加者は、主要な懸案課

題での「政治的」な決着達成へと努力することとな

った。長時間の協議の末、Pronk議長は、BAPAの

基幹要素での合意をまとめた政治的な決定書案に対

する議長案を提出した。しかしいくつかの締約国が

この政治的決定書を支持できると発表したにもかか

わらず、遵守に関するセクションで意見の相違が表

面化した。さらなる日数をかけた協議の末、閣僚た

ちは、遵守に関するセクションの改訂をつけた上で、

この政治的決定書の原案採択を図ることで、最終的

に合意した。この政治的決定書、あるいは「ボン合
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意」と呼ばれるものは、2001年 7月 25日に COPに

より正式に採択された。 

同決定書草案は、いくつかの主要問題で解決を見た

が、メカニズムや、遵守、LULUCFに関する文章で

は、全ての括弧書きを取り除くことができなかった。

決定「パッケージ」の中の全ての文章が完全ではな

いため、決定書草案の全文は、COP-7に回された。 

COP-7：出席者は、2001年 10月 29日-11月 10日に、

モロッコのマラケシュで、COP-7と UNFCCC補助機

関の第 15回セッションを行った。主な目標は、COP-6

のパート Iおよび IIで未決のまま残されていた課題

を終了させ、それにより 3年間の交渉にピリオドを

打つことであった。ボン合意は、出席者がその作業

を終了させるために努める土台を提供した。 

メカニズム、遵守、5条、7条、8条の下でのアカウ

ンティング、報告、調査、そして LULUCFに関係す

る懸案事項の解決を試みるため、出席者は、10月 30

日から 11月 6日まで、交渉グループ、非公開の草案

作成グループ、そして非公式折衝で、会合した。最

後発途上国(LDCs)、非附属書 I国別報告書に関する

専門家諮問グループ(CGE)、WSSDへのインプット

に関しても、同時進行で交渉がもたれた。 

COP-7は、11月 7日水曜日に、ハイレベル・セグメ

ントを開始し、閣僚や高官たちは、結論完了に向け

交渉をまとめることを目指した。長時間の二国間、

および多国間の協議の後、  LULUCF、メカニズム、

議定書 5条、7条、8条、そしてWSSDへのインプ

ットに関するパッケージ取引が、11月 8日木曜日の

夕方に提案された。G-77/中国、EUを含めた大半の

地域グループは、この取引を受け入れたが、アンブ

レラグループ（カナダ、オーストラリア、日本、ロ

シア連邦、ニュージーランドを含めた附属書 I締約

国による絆のゆるやかな同盟）は、メカニズムに関

する資格要項やバンキングの可能性を含めた主要な

意見対立分野でのコンセンサスに、加わらなかった。

しかし、さらなる交渉の上で、LULUCFの原則の検

討や CDMの下で吸収により発生する削減単位のバ

ンキングに対する制限を含めた重要な要素について、

パッケージ取引での同意がなされた。  

最近の展開：COP-7以後、34の新たな締約国が議定

書を批准した。これには日本と欧州連合の 15の加盟

国家が含まれており、これら諸国は最近国連に批准

書を届けている。他のいくつかの締約国も、批准プ

ロセスに入っており、8月の持続可能な開発世界サ

ミット (WSSD)までにその手続きを完了することが

期待される。 

1月 17日に、Joke Waller-Hunter(オランダ)が、

UNFCCCの新しいエグゼキュティブセクレタリー

に任命され、また Rajendra K. Pachauri (インド)は、

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の新しい議長

に最近任命された。 

SB-16 報告書 

科学的および技術的助言のための補助機関(SBSTA)

は、2002年 6月 5-14日に会合した。締約国は、様々

な技術上、手法上の問題を検討するため、プレナリ

ー、コンタクトグループ、非公式折衝で会合した。

これらの会議の結果、次のものを含めたいくつかの

問題についての決論書草案が採択された：IPCC第三

次評価報告書(TAR)、附属書 I締約国からの温室効果

ガス目録の報告およびレビューのためのガイドライ

ン、議定書 5条(手法上の問題)、7条(情報の連絡 )、

8条(情報の検討)、共同実施活動(AIJ)、LULUCFの

ためのグッドプラクティスガイダンス作成、CDMの

下での LULUCF、技術移転、オゾン層保護の努力と

気候変化での努力の関係、政策措置(P&Ms)、関連国

際機関との協力、UNFCCC 6条(教育、訓練、啓発)。

これに加えて、参加者は、議定書 2.3条(P&Msの悪

影響)の実施、よりクリーンなまたは温室効果ガス排

出が少ないエネルギーに関係した問題、UNFCCC 4.6

条(経済移行国に対する柔軟性)に基づくクロアチア

の特殊事情に関する提案での結論書の文章で意見の

一致をみた。 

実施のための補助機関(SBI)は 6月 10-14日に会合し

た。SBIの出席者は次の問題に関する結論書を採択

した：国別報告書、資金メカニズム、UNFCCC4.8

条と 4.9条(悪影響)の実施、最後進国専門家グループ

(LEG)、キャパシティ・ビルディング、政府間会合

の手配、管理上の問題と資金面の問題。締約国はま

た、持続可能な開発世界サミット(WSSD)への準備作

業について検討した。 
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中央アジア諸国、コーカサス、アルバニア、モルド

バ(CACAM)からの要請と、LULUCFに関するクロア

チアの提案は、SB-17に持ち越された。 

科学的・技術的助言のための補助機関 

SBSTA 議長の Halldór Thorgeirsson (アイスランド)は、

6月 5日水曜日に SBSTAs第 16回セッションの第一

回会合を開催し、作業の焦点が議定書に関する交渉

から、その実施の問題に移ったことを指摘した。

UNFCCCエグゼキュティブセクレタリーの Joke 

Waller-Hunterは、合計で 74の締約国が議定書を批

准しており、これは先進工業国の温室効果ガス総排

出量の 35.8%に相当すると述べた。 

日本と EUは、最近の自分たちの批准に注目するよ

う求め、他の締約国にもこれにならうことを奨めた。

ベネズエラは、G-77/中国を代表して、議定書に関す

る最近の焦点が、UNFCCCの課題の一部、特に開発

途上国に関連するそれの無視を意味していると述べ

た。ロシア連邦は、議定書の批准に関する国内協議

が、今年の年末までに完了するはずであると述べた。 

組織上の問題：開会セッションで、出席者たちは、

議題書(FCCC/SBSTA/2002/1と Add.1)の採択を取り

上げた。Thorgeirsson議長は、両補助機関の議題に議

定書 2.3条（P&Msの悪影響）に関する項目を追加

してほしいとの要請を指摘した。EUは、悪影響に

関する COP-7の決定書 5/CP.7が 2.3条も取り扱って

いることを想起し、提案された項目が必要かどうか

に疑問を投げかけた。サウジアラビアは、締約国が

議定書と UNFCCC問題に関する決定書は、別とする

ことで合意したことを述べた。同代表は、G-77/中国

の支持を得て、この項目を議題に挿入することへの

支持を述べたが、EUと、日本、オーストラリアは

これに反対した。 

クリーンなまたは温室効果ガス排出の少ないエネル

ギーに関するカナダ提案について、G-77/中国は、こ

の項目が暫定議題書で間違った表現をされており、

この提案ではなく、この問題についてのワークショ

ップの報告書を引用するべきであると、述べた。カ

ナダは、暫定議題書が提案を正しく引用していると

述べ、いくつかの附属書 I締約国とウズベキスタン

の賛意を得て、暫定議題書でのこの項目の表現保持

を強調し、サウジアラビアはこれに反対した。 

締約国は、協議の上、クリーンなエネルギーと 2.3

条に関する議題項目を一時停止とするとの議長提案

に賛成した。Thorgeirsson議長は、この議題書につい

てさらなる協議が重ねられると述べた。 

6月 11日火曜日に、Thorgeirsson議長は、この問題

についての協議が行われたことを告げ、クリーンな

または温室効果ガス排出の少ないエネルギーに関す

る問題での改定項目、および議定書 2.3条の実施に

関係した問題についての改訂項目を含めた議題書を

採択するよう、出席者に求めた。同議長は、後者の

問題が SBI 議題には載らないと述べ、出席者はこの

議題書を採択した。 

IPCC TAR 

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第三次評価

報告書(TAR)は、6月 5日水曜日に、SBSTAで取り

上げられたのに続いて、David Warrilow (英国)と

Rawleston Moore (バルバドス)を共同議長とするコ

ンタクトグループでも取り扱われた。6月 6-14日に

開催されたコンタクトグループおよび非公式折衝の

両方での無数の交渉の末、出席者は、決論書草案の

文章で合意に達することができ、6月 14日金曜日の

午後にこれを採択した。 

IPCC議長の Rajendra K. Pachauriは、6月 5日水曜日

の SBSTAプレナリーで、TARに関するプレゼンテ

ーションを行い、これに含まれる情報を十分活用す

るよう締約国に求め、また第 4次評価報告書の作業

が 2007年に完了するはずであることを指摘した。多

くの締約国が、TARでの結果を普及させることの重

要性を強調した。中国、サウジアラビア、アルジェ

リアは、気候変化での歴史的責任と公平性の問題に

関する追加作業を支持した。EU、スイス、スロベニ

アは、TARに含まれる情報が、気候変化でのさらな

る行動を正当化するものであると述べ、ノルウェー

は、2012年以後のより強力な排出削減と、より広範

囲な参加についての議論を支持し、SBSTA が約束強

化のプロセスを打ち出すよう、提案した。サウジア

ラビアは、科学的な不確実性からすると温室効果ガ

スでの危険な水準を決定することは不可能であると

述べた。Thorgeirsson議長は、この問題についての決

論書草案作成のため、コンタクトグループが会合す

ることを指摘した。 
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6月 6日木曜日の最初のコンタクトグループ会議に

おいて、共同議長のWarrilowは、締約国に対し、IPCC 

TARがSBSTAや他の UNFCCC機関の作業にどう役

立つかに焦点を当てるよう求めた。出席者は、地域

影響や適応、UNFCCC6条、研究、観測、そして科

学上の不確実性を含めた、前日の SBSTAで提起さ

れた問題の討議から始めた。出席者は翌夕には、決

論書草案について議論し、討議は、締約国が提起し

た問題の共同議長リストをベースに、資金面の問題

や議定書、適応、科学、組織化原則を含めて土曜日

の朝まで続いた。 

共同議長のMoore は、6月 10日月曜日に、最新の決

論書草案を提出した。締約国は、文章のパラグラフ

ごとについて議論し、作業は翌日まで続いた。文章

のさまざまな箇所で異なる見解が表明され、その中

には、TARは UNFCCCの 2条に規定される究極目

標に長期的関連性をもつ情報を提供する、としたパ

ラグラフ表現が含まれていた。この点について、マ

レーシアが、G-77/中国を代表して、緩和と適応のバ

ランスを探る必要性に関する文章の削除を提案する

一方、中国とサウジアラビアは、パラグラフ全体の

削除を提案した。カナダ、EU、ノルウェー、日本、

ロシア連邦、ニュージーランドは、文章を何らかの

形で保持することを望み、議論は深夜まで続けられ

た。 

6月 12日水曜日には、非公式折衝が行われ、コンタ

クトグループは、同日夕方に、改訂文書案を検討す

るため再度会合を開いた。UNFCCCの目的に対する

TARの関連性に触れたパラグラフは、「長期的な」

関連性ではなく「一般的な」関連性とする形で改訂

され、「2条」を特定する引用は削除された。 

Warrilow共同議長は、6月 13日木曜日の SBSTAプ

レナリーで、同グループの議論に関するブリーフィ

ングを行い、6回の公開の会議と 2回の非公開の非

公式折衝で「素晴らしい」進展があったと指摘した。

しかし一部のパラグラフは括弧書きのまま残されて

おり、締約国は、現状での文章で合意に達すること

ができず、サウジアラビアは、コンタクトグループ

での採択プロセスに異議を唱えた。 

さらに延長された非公式交渉の末、締約国は決論書

草案を採択し、その後 SBSTAは金曜日の午後にな

ってこれを採択した。採択の後、ニュージーランド

は「弱い」最終文書に対する失望を表明し、特に

SBSTA-17開始時の意見交換で合意することとなっ

ていたパラグラフの削除について、失望を表明した。

Thorgeirsson議長は、意見を一致させるプロセスが簡

単ではないことを指摘し、この文書の成否は、どれ

だけ「概念上のインプットが」行われるかにかかっ

ていることを示唆した。 

SBSTA結論書：TARに関する結論書 (FCCC/ 

SBSTA/2002/CRP.3/Rev.1)では、TARに示された３つ

の広範囲な分野–  科学的根拠、影響・適応・脆弱性、

緩和 – が指摘され、COPやその補助機関での審議

への情報提供において「一般に、常時利用されるべ

きである」ことで合意した。この結論書では、SBSTA

が定期的に検討する３つの予備分野として次のもの

をあげている。 

• 研究と体系的な観測、これには国際的な研
究プログラムとの相互交流の強化、温室効

果ガスの大気濃度と強制力媒体に関するさ

らなる研究の必要性が含まれる。 

   
• 気候変化の影響の科学的、技術的、 社会経

済的影響と、脆弱性、および適応 

   
• 緩和の科学的、技術的、社会経済的要素 

結論書は、TAR統合報告書が、TARの広範囲な要素

を網羅していること、さらに締約国に対する一般的

な関連性でも、より広範囲なクロスカッティングイ

シューを網羅していることを、指摘している。また

結論書は、TARが、UNFCCCの「最終目的、原則、

一般条項」に関係する科学的、技術的、社会経済的

要素の取り扱いにおいて、第二次評価報告書よりも

大きく進展したと指摘している。しかし、この結論

書は、多くの不確実性が存在していること、またさ

らなる研究が求められることを付け加え、UNFCCC

の目的と条項に関連した問題では「広範囲な意見の

相違」があるとの観察を述べている。 

この結論書はまた：事務局に対して、TARで推奨さ

れている研究を SBSTA-17で考慮するため、多様な

研究機関を招くよう求め、締約国に対しては、研究

での優先度に関する見解を 2002年 8月 20日までに

提出するよう求め、また締約国に対し、結論書で網

羅されている問題と TARの COPおよび補助機関と
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の関連性の要素について、SBSTA-18での検討のた

め、見解を 2003年 1月 31日までに怠りなく提出す

るよう求めている。 

手法上の問題 

附属書 I締約国からの温室効果ガス目録の報告とレ
ビューに関するガイドライン：附属書 I締約国から

の温室効果ガス目録の報告とレビューに関する議題

項目は、6月 5日水曜日の SBSTA で初めて取り扱わ

れた。その後Audun Rosland（ノルウェー）と Newton 

Paciornik（ブラジル）が共同議長を務めるコンタク

トグループで取り上げられた。同グループは、6月

11日火曜日に決論書草案に関する作業を完了し、こ

の草案は 6月 13日木曜日に SBSTA により採択され

た。 

6月 5日水曜日に、事務局は、SBSTA に対して、技

術的レビュープロセスでの関連提案と経験の概要

(FCCC/SBSTA/2002/5；FCCC/SBSTA/2002/2)を提出

した。同事務局代表は、レビュープロセスが、より

完全で透明性のあるガイドラインの確立を目指すも

のであると述べ、次の必要性に焦点を当てた：共通

の報告様式によるガイドラインの改善；報告草案の

目的のより良い定義づけ；文献の査読者による新し

い概念の取り入れ；レビュープロセスのタイミング

と時間の長さの検討。これらの問題を検討するため、

コンタクトグループが作られた。 

このコンタクトグループは、ガイドラインに対する

EUと米国の技術提案を組み込んだ共同議長提案の

ワーキングペーパー草案とその附属書

（FCCC/SBSTA/ 2002/2/Add.1-3）を検討するため、6

月 6日木曜日に会合した。主要な排出源分類の決定、

品質保証／品質管理、そして再計算に関係した文章

では、合意に達した。 

6月 7日金曜日に、締約国は、報告ガイドラインの

文章での共同議長改定案、共通報告様式 (CRF)の表、

木曜日からの保留事項について聞くため、コンタク

トグループでの再会合を行った。カナダは、報告書

での不確実性について、定量化され、報告されるべ

きだが、締約国間同士のデータを比較する CRFでは

その必要はないと述べた。ペルーは不確実性を含め

ることを提案し、その一方米国は不確実性を各国の

目録報告(NIR)に入れるべきであると述べた。中国は、

CRFの表には特定の重要な排出源分類が含まれてい

るとして、米国提案に反対し、不確実性が全ての分

類をカバーすることを提案した。共同議長の Rosland

は、各締約国に対し、土曜日朝までに保留事項に関

する結論に達するよう求めた。サブグループは、CRF

の表(FCCC/SBSTA/2002/2/Add.3)について検討する

ため、夕方に会合したが、主要排出源での不確実性

をめぐって意見の相違が再燃した。 

6月 8日土曜日には、NIRで提案されている構造に

議論が集中し、ガイドラインでの「shall」と「should」

の使い時、1995年を議定書 3条 8項（HFCs、PFCs、

SF6の基本年度）規定によるベースラインとすると

選択した締約国に、ガイドラインをどう適用するか

に、焦点が当てられた。 

コンタクトグループは、6月 10日月曜日の午後と夕

方のセッションで会合し、出席者は、報告およびレ

ビューガイドライン(FCCC/SBSTA/2002/2/ Add.1)の

利用経験を評価するための専門家会合による報告で

取り扱われている手法上の問題を考察した。 

夕方には、共同議長の Roslandが、技術的な折衝に

より、排出源の分類や CRFの表といったいくつかの

保留事項を解決したと、報告した。締約国はその後、

報告ガイドラインや、手法問題附属書について再検

討し、折衝は夜遅くまで続けられた。 

6月 11日火曜日に、コンタクトグループは作業を完

了した。締約国は、次を含めた共同議長によるワー

キングペーパー原案への改訂に合意した：一般的ア

プローチでの問題；年次目録の当初の検査範囲；統

合ならびに評価報告書；タイミング；個々の年次目

録のレビュー。 

6月 13日木曜日に、共同議長の Paciornikは、SBSTA

向けの決論書草案を提案し、改訂なしで採択された。 

SBSTA 結論書：結論書 (FCCC/SBSTA/2002/ L.5)で、

SBSTAは、年次目録に関する UNFCCC報告ガイド

ライン(FCCC/SBSTA/2002/L.5/Add.1)、条約の下での

附属書 I諸国温室効果ガス目録の技術レビューに関

する UNFCCCガイドライン改訂

(FCCC/SBSTA/2002/L.5/ Add.2)を含めた、附属書 I

諸国国別報告書作成のためのガイドライン改訂につ
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いて、2件の決定書草案を COPに提起すると決定し

た。 

結論書ではまた： 

• 国内目録の報告や共通報告様式を含めた完
成版の目録をまだ提出していない附属書 I

締約国に対し、可能な限り速やかに提出す

るよう促す、 

   
• 締約国に対し、2003年からのレビュープロ

セスに向け、専門家が参加可能を確保する

ことを促す、 

   
• 事務局に対し、現在の 2年予算の中で資金

調達が可能ならば、温室効果ガス目録のデ

ータベース、関連ソフトウェアやホームペ

ージの開発に資金を当てるよう求める、 

   

• レビューチームの専門家の専門分野を確保
する必要性を指摘し、議定書 8条 (情報の検

討) (決定書 23/CP.7)規定の類似事項と共に

機密データの扱いを SBSTA-17で検討する

と決定する。 

議定書 5 条、7 条、8 条規定のガイドライン：SBSTA-16

出席者は、6月 5日水曜日のプレナリーセッション

で、議定書 5条、7条、8条のガイドラインについ

ての問題を、Helen Plume (ニュージーランド)と

Festus Luboyera (南アフリカ)を議長とするコンタク

トグループで取り上げる前に、検討した。このコン

タクトグループは 7回会合し、6月 13日木曜日に

SBSTAで採択された決論書草案を作成した。 

6月 5日水曜日の SBSTA プレナリー開会にあたり、

Thorgeirsson議長は、SBSTA-16でカバーされるべき

5条、7条、8条関連の次の問題に焦点をあてた：

COP-7で結論づけられていない 7条と 8条規定のガ

イドラインの章で、割当量および国内登録簿の報告

やレビュー、そしてメカニズム利用資格回復のため

のレビュー促進手続を含めたもの；実証可能な進展

のレビューでの技術的側面；機密情報の取り扱い。

Audun Rosland (ノルウェー)は、5.2条での調整に関

するワークショップについて報告し、Murray Ward 

(ニュージーランド)は、7.4条での登録簿用技術基準

に関するセッション間折衝について報告した。その

後この問題は、コンタクトグループにかけられた。 

6月 6日木曜日に、このコンタクトグループは、メ

カニズムの資格回復のレビューについて議論を開始

し、その後のいくつかの会議でも議論を続けた。ま

た小規模草案作成グループも、特にレビューの時間

枠に焦点を当てて会合した。 

6月 8日土曜日に、ブラジルは、G-77/中国を代表し

て、7条と 8条の保留部分に関する作業と、CDMの

下での LULUCFに関するグループの成果との結び

つきを強調した。3.2条規定の実証可能な進展に関す

る COP-8決定書草案も、その後で検討された。G-77/

中国と小島嶼諸国同盟(AOSIS)は、進展の評価に関

する懸念を強調した。出席者は、締約国に対し、

P&Msでの作業を組み込んだ進展を報告するよう求

める G-77/中国提案の文章で合意した。 

6月 12日水曜日に議論した決論書草案について、

G-77/中国は、CDM の下での LULUCFを含めた定義

と規則の作成プロセスでの結果に基づき、SBSTA が、

ガイドラインの保留部分をさらに推敲することで合

意した、とする新しいパラグラフの追加を提案した。

長時間の議論の末、締約国は、CDMの下での

LULUCFに関する作業がガイドラインの保留部分に

与える意味合いがあるとするなら、それを後日の段

階で検討することで妥協した。SBSTAは、6月 13

日木曜日にこの結論書を採択した。 

SBSTA結論書：議定書 5条、7条、8条規定のガイ

ドラインに関する結論書 (FCCC/SBSTA/2002/L.6と

Add.1)は： 

• 議定書 2.3条規定の実証可能な進展に関す

る情報を、どう提出し、評価するかについ

ての COP-8決定書草案を送致する； 

   
• SBSTA-17のタイミングでの合意のため、メ

カニズムの利用資格回復に関するレビュー

促進についての文章が付属書として含まれ

る、第二の決定書草案を送致する；  

   
• COP-8での採択の見地から、7条と 8条のガ

イドラインでの保留部分に関する作業を継

続し、締約国に対して 8月 1日までにその
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見解を提出するよう求めることで合意す

る；  

   

• CDMの下での LULUCFに関する作業の影

響があるとするなら、それを検討する必要

があることで、合意する； 

   

• 5.2条規定の調整に関する作業に注目し、事

務局に対して、事例研究を行うとともにこ

の問題でのワークショップを企画するよう

求め、また締約国に対しては見解を提出し

て、調整の手法に関する作業を行うよう求

める。 

結論書はまた、COP-9での検討のため、手法に関す

る技術ガイダンスを完成させることを目指すと決定

する。結論書は、機密情報の扱いに関する技術ペー

パーに注目し、締約国に対し専門家レビューチーム

(ERT) メンバーへの訓練に関する見解の提出を促

し、登録簿での技術基準に関する進行中の作業に注

意を向ける。 

共同実施活動 (AIJ)：パイロットフェーズでの共同実

施活動 (AIJ)の問題は、6月 5日水曜日に SBSTAで

取り上げられ、それに続いてMamadou Honadia (ブル

キナファソ) Sushma Gera (カナダ)を共同議長とする

コンタクトグループで扱われた。このコンタクトグ

ループは、正式には 2回、非公式では 1回会合し、

COP-8決定書草案が含まれる付録書つきの決論書草

案およびパイロットフェーズでの AIJのための統一

報告様式(URF)で合意された改定案を承認した。こ

の結論書は 6月 13日木曜日に SBSTAで採択された。 

6月 5日水曜日に、Thorgeirsson議長は、パイロット

フェーズを継続し、SB-16の前に URF改定案に関す

るワークショップを開催するとした COP-7決定書

8/CP.7 (FCCC/SBSTA/2002/INF.9)を指摘した。参加

者は、その上で 6月 2-3日にボンで行われたワーク

ショップと、パイロットフェーズでの経験に関する

締約国の提出書類のまとめ (FCCC/ 

SBSTA/2002/MISC.2)を含めたその他の関連文書に

ついて、ブリーフィングを受けた。ケニアは、G-77/

中国に代わり、プロジェクトの地理的分布が、特に

アフリカにおいて、改善されるべきであると述べた。

この問題をさらに検討するためコンタクトグループ

が作られた。 

同日遅くに、このグループは、URF改定案

(FCCC/SB/2000/6/Add.1)を検討し、草案でのいくつか

の章での提案を承認するため、会合した。このグル

ープは、6月 7日金曜日に作業を終え、AIJプロジェ

クトのまとめ、資金、附属書草案の承認に関する章

でのいくつかの改訂で合意した。非公式折衝の後、

参加者は、相互に合意した評価手続きを採択し、改

訂 URFを用いて提供される内容は、「情報目的のみ

であり…（中略）…その基となる概念を採択するも

のとして解釈されるべきでない」ことを明確にする

文章を、冒頭に挿入した。締約国は、SBSTA での検

討のため決論書草案ならびに、COP-8決定書草案を

承認してその作業を終えた。決定書草案と URF改定

案を含めた付録書つきの結論書は、6月 13日木曜日

に、SBSTAで採択された。 

SBSTA結論書：AIJに関する結論書(FCCC/SBSTA/ 

2002/L.2)は、COP-8決定書草案を提案し、改訂 URF

で合意しており、両者とも

FCCC/SBSTA/2002/L.2/Add.1に含まれる。決定書草

案は、改訂 URFを採用し、AIJ参加の締約国に対し

てその利用を促している。 

LULUCFでのグッドプラクティスガイダンスとそ
の他の情報：LULUCFのためのグッドプラクティス

ガイダンスの作成の件は、6月 6日木曜日に取り上

げられた。IPCCは、その LULUCF作業プログラム

について報告し、最近のタスクフォース会議とこれ

からの年度の作業計画を示した。国連食糧農業機関 

(FAO) は、IPCC、国際林業研究センター(CIFOR)、

森林研究機関国際連盟(IUFRO)との共同企画である、

2002年 1月の、多様な利害関係者用森林関連定義づ

けでの協調に関した専門家会合からの結論書を提出

した。同代表は、この会議での提案が次のものであ

ったことを強調した：普遍的に受け入れられる定義

を検討するべきである；新しい定義を作る前に、既

存の定義を承認し、採択するべきである；FAOの現

在の定義は、議定書 3.3条と 3.4条(LULUCF)とも一

般的に相容れるものである；定義は、一部の土地利

用や森林の状況とは相容れない。Thorgeirsson議長は、

同議長が関係締約国と協議してこの問題についての

決論書草案を作成すると述べた。同決論書草案は、6

月 13日木曜日の SBSTA プレナリーで、改訂なしに

採択された。  
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SBSTA結論書：決論書草案(FCCC/SBSTA/2002/ 

CRP.2)は：IPCCでの LULUCFのグッドプラクティ

スガイダンス作成における進展を歓迎し、COP-9ま

でにこの作業の完成を間に合わせることの重要性を

強調し；IPCCに対し、FAOとその作業を継続し、

森林の劣化と他の植生タイプの後退に関する定義作

成において、そのプロセスからのインプットを検討

するよう、奨励する。 

CDMの下での LULUCF：SBSTA-16は、この議題

を 6月 6日木曜日のプレナリーセッションで検討し、

この問題を、Karsten Sach (ドイツ)と Thelma Krug (ブ

ラジル)を共同議長とするコンタクトグループに委

託した。同コンタクトグループは 4回会合し、 6月

13日にSBSTAで採択された決論書草案を作成した。 

6月 6日木曜日に、Thorgeirsson議長は、SBSTAに

対し、COP-7では、COP-9での採択に向け、第一約

束期間中、CDMの下で新規植林と再植林活動を含め

るための定義と規則を、下記を考慮の上、作成する

ことが求められていると伝えた：非永久性；追加性；

リーケッジ； 不確実性；社会的経済的および環境上

の影響；マラケシュ合意で合意された LULUCFの指

導原則。事務局は、CDMの下での LULUCFに関す

る TORと作業課題の草案を作成した、4月 7-9日の

イタリア、オルビエトでのワークショップに焦点を

当てた。EUは、議定書 3.3条と 3.4条  (LULUCF)で

合意された定義に基づくことへの支持を表明した。

この項目は、コンタクトグループに委託された。 

このグループは、TOR草案を検討するため、同日遅

くに会合した。ブラジルは G-77/中国に代わり発言

して、ワークショップからの TOR草案と作業課題が、

交渉の土台となるだけであることを強調し、中国は、

さらなる意見の交換を呼びかけた。EU、カナダ、日

本、ウルグアイ、コスタリカ、ニュージーランドは、

作業課題を現状のまま用いることを望み、作業日程

がきついことを強調した。締約国は、作業プログラ

ムに関する最初の意見交換を行った。G-77/中国は、

LULUCF指導原則の関連性、特に非永久性での関連

性を強調した。 ブラジルは、5条、7条、8条と CDM

の下での LULUCFとのつながりを強調した。 

6月 7日金曜日に開かれた午後と夕方のセッション

で、共同議長の Sachは、TOR改定案と作業課題を

提起した。参加者は、G-77/中国が提案した、CDM

の下で LULUCFを含めるための定義と規則作成に

あたり、アカウンティング、報告、レビューの面を

どう考慮するかを、議論した。 カナダは、グループ

の委託範囲を超えての動きに注意をした。 

G-77/中国は、アカウンティング、報告、レビュー面

での規則について、異なるオプションに関するペー

パーをまとめることを提案したが、EU、カナダ、日

本は、これらの問題を他のオプションペーパーと統

合することを望んだ。作業課題について、中国は、

作成に時間をかけられるようにするため、締切日を

先へ進めるよう提案し、マレーシアは、規則作成前

での意見交換の必要性を強調した。 

6月 8日土曜日に、締約国は TOR草案と作業課題に

関して合意した。定義に関して、締約国は、「再植

林」の定義に基づく基本年度を 1989年から 1999年

に変更するとのカナダ案について意見を交換したが、

合意にはいたらなかった。 

出席者は、6月 13日木曜日のSBSTAプレナリーで、

この結論書を採択した。ツバルは、新規植林と再植

林の定義に関して SBSTAが合意できなかったこと

への失望を表明し、これらの定義は、COP-7決定書

11/CP.7で採用されたものであることを指摘した。 

同代表は、この決定の議論が再開されるなら、議定

書 3.3条と 3.4条に基づく新しい定義を提案すると述

べた。 

SBSTA 結論書：CDMの下での LULUCFに関する結

論書 (FCCC/SBSTA/2002/L.8) は、セッションの前に

開催されたCDMの下での LULUCFに関するワーク

ショップへの謝意を表し、TORと作業プログラム(こ

れら結論書の附属書に含まれる)で合意し、CDMの

下での LULUCFに関わる定義と規則についての作

業を継続することで合意する。  

技術移転 

技術開発と技術移転に関する議題項目は、6月 6日

木曜日に SBSTAで取り上げられ、6月 11日火曜日

にも再度取り上げられた。Terry Carrington (英国)と

Philip Gwage (ウガンダ)を共同議長とする非公式折

衝に引き続き、締約国は、6月 13日木曜日の SBSTA 

プレナリーで決論書草案を採択した。 
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6月 6日木曜日に、SBSTA議長の Thorgeirssonは、

技術移転に関するいくつかの関連報告書

(FCCC/SBSTA/ 2002/MISC.12および 

FCCC/SBSTA/2002/INF.6と INF.7)に注意を促し、 

and invited 議長 of the on 技術移転 (EGTT)に関す

る UNFCCC 専門家グループの議長である Jukka 

Uosukainen (フィンランド)に対し、COP-7 決定書

4/CP.7によるグループ設立以来の活動について、出

席者にブリーフィングするよう求めた。EGTT議長

の Uosukainenは、準備会合が 4月に行われ、これに

続いて第一回の正式会合が 6月 3日に行われたこと

を指摘した。EGTT副議長のWilliam Kojo 

Agyemang-Bonsu (ガーナ)は、6月 8日に行われた

EGTT の第二回正式会合について、6月 11日火曜日

の SBSTA で報告し、2002-03年での EGTT作業プロ

グラム案を提出した。これらの事項は、その後非公

式折衝で取り上げられた。 

6月 13日木曜日に、Carringtonは、SBSTA プレナリ

ーでこれらの折衝についてのブリーフィングを行い、

関連する決論書草案の文章で合意にいたったこと、

EGTT に関する議論が作業プログラムでのいくつ

かの修正を生み、これは決論書草案の付せられるこ

とを指摘した。締約国はこの結論書を採択した。 

SBSTA結論書：技術移転に関する結論書 

(FCCC/SBSTA/2002/L.9) は、北京とソウルで開催さ

れた２つの最近のワークショップでの報告書に謝意

を示した。同書は、EGTTの 2002-2003 年作業プロ

グラムを、附属書に含まれるとおりで採択し EGTT

に対して、その作業の実施にあたっては、各締約国

の見解そして関連する IPCC報告書を考慮に入れる

よう、求め SBSTA-17での簡単な進展報告を要求し

た。同結論書はまた、地球環境ファシリティー 

(GEF)に対し、SBI を通して、資金援助の状況に関す

る情報を SBSTA-18で提出するよう求めた。 同書は、

事務局に対する次の要求で締めくくられている：技

術情報システムを一般に利用可能にするアウトリー

チプログラムを立ち上げる；システムを最新のもの

とし維持する；システムの効果性を評価し、これに

ついて SBSTA-19で報告する；GEF、UNDP、その

他の関連組織やイニシアティブと協力して、技術的

なニーズ評価の手法に関する簡単なハンドブックを

作成し、これについて SBSTA-18で報告する。 

オゾンと気候における努力の関係 

出席者は、6月 7日金曜日の SBSTA プレナリーでこ

の議題を検討した。Thorgeirsson議長は、ハイドロフ

ルオロカーボン(HFCs)とパーフルオロカーボン

(PFCs)のオゾン層破壊物質代替品としての利用を含

め、これらの排出を制限するのに可能な方法や手法、

そして利用可能な情報を要求した COP-5決定書

17/CP.5を、想起した。Richard Bradley (米国)は、6

月 13日木曜日に、この問題について同氏が行った非

公式折衝に関して SBSTA プレナリーへのブリーフ

ィングを行い、バランスのとれた情報パッケージの

価値と、SB-17で COP-8決定書草案を提出するプロ

セスについて、合意したことを指摘した。同代表は、

SBSTA に対し、文章の中での「附属書 I」 締約国に

特に関係した引用を改訂するとの G-77/中国の提案

を除き、合意に達したことを伝えた。この提案に関

するさらなる非公式折衝の後、妥協がはかられ、 

SBSTAは改訂された決論書草案を採択した。 

SBSTA 結論書：オゾンと気候の努力の関係に関する
結論書  (FCCC/SBSTA/2002/L.12)は、とりわけ、オゾ

ンと気候の努力の関係に関する提出書類に注目し、

この点でバランスのとれた科学的、技術的そして政

策関連の情報パッケージを作成することの重要性を

指摘し、IPCCとモントリオール議定書の技術的・経

済的評価パネルに対して、そのようなパッケージを

提供するためのガイダンスを与えるよう求めた。 

政策措置での「グッドプラクティス」  

政策措置 (P&Ms)での「グッドプラクティス」の問

題は、6月 6日木曜日に SBSTA で取り上げられ、こ

れに続いて Pierre Giroux (カナダ)と Suk-Hoon Woo 

(韓国)を共同議長とするコンタクトグループで取り

扱われた。このコンタクトグループは 6月 7-12日に

4回会合し、6月 13日木曜日に SBSTAにより採択

された決論書草案を作成した。 

6月 6日木曜日に、Thorgeirsson議長は、SBSTAプ

レナリーに議題項目を提出し、SBSTA-16に対し

P&Msでの「グッドプラクティス」の作業をすすめ

る更なる活動および 2001年 10月に開かれた P&Ms

に関するワークショップの報告書

(FCCC/SBSTA/2001/INF.5)を検討するよう求めた

COP-7決定書 13/CP.7に焦点を当てた。同議長は、

また可能性あるさらなる行動についての締約国の最

近の提出資料(FCCC/SBSTA/2002/MISC.7)にも留意



GISPRI/IGES仮訳 

 11

した。いくつかの締約国は、適切な P&Msを決定す

るための各国の状況が重要であることに、焦点を当

てた。EUは、議定書 2.1(b)条(P&Msでの協力)の適

切な実施を確保するための作業プログラムを呼びか

け、サウジアラビアは、G-77/中国に代わり、附属書

I 締約国の P&Msが開発途上国に与える影響を最小

限にする必要性を強調した。この問題をさらに検討

するため、コンタクトグループが作られた。 

このコンタクトグループは、6月 7日金曜日の夜に

会合した。共同議長の Girouxは、COP-7決定書実施

をどう進めるかについてのインプットを求めた。い

くつかの締約国は、情報交換と経験の共有の価値を

強調した。オーストラリアと米国が、最近のワーク

ショップを含めた利用可能な情報検討のための情報

在庫管理実施を支持する一方、AOSISは、情報交換

や、政策策定プロセスの調査、部門別分析の継続に

賛同した。 

翌日の午後、共同議長のWooと Girouxは、前夜に

提起された問題を記載する表を含めた 1頁の書類を

提出した。この表には、COP-7決定書の下でとられ

た活動の初期の結果、および活動の枠組みを検討す

る表題が含まれている。締約国は、この表の修正ま

たは追加の提案を行い、共同議長の Girouxは、これ

らのコメントを基に決論書草案が作成されると述べ

た。 

このグループは 6月 11日火曜日に再度会合し、共同

議長の決論書草案を検討した。G-77/中国は、P&Ms

でのグッドプラクティスが附属書 I 締約国に適用さ

れることを強調し、文章の適当な箇所にこの記述を

挿入することを提案した。P&Msでの作業推進のた

めのさらなるステップを検討する「行動の枠組み」

で合意した文章について、米国は、さらなるステッ

プの検討についての引用を「決定書 13/CP.7の実施」

に限ることを提案した。EU、サモア、ニュージーラ

ンド、オーストラリア、日本は、原案のより広範囲

な記述またはその変形を望んだ。 

6月 12日の最終会合で、このグループは、文章のさ

らなる修正を検討した。締約国は、さらなるステッ

プという言葉で妥協することに合意し、EUその他

の支持する「行動の枠組み」という記述を保持する

一方、米国の要求するとおり、この枠組みの要素と

しての「徹底した」情報共有という考えを削除した。  

6月 13日木曜日に、共同議長の Girouxは、このコ

ンタクトグループが、原則についての G-77/中国提

案パラグラフを除き、決論書草案で合意に達したこ

とを、SBSTA に報告した。さらなる折衝の末、妥協

にいたって、決論書草案は、同日夕方、修正どおり

に採択された。 

SBSTA結論書：P&Msに関する結論書 

(FCCC/SBSTA/ 2002/L.10)は、SBSTA議長に対し、

P&Msでの「グッドとベストプラクティス」で執り

行われる活動の初期結果について意見を交換するた

め、SBSTA-17に続いて、セッション間折衝を企画

するよう求めている。これら決論書は、決定書

13/CP.7実施における附属書 I 締約国によるさらな

るステップを決めるための枠組みで合意している。

この枠組みには次の３つの要素が含まれる：一般的

な情報の共有化；全ての関連部門およびクロスカッ

ティングや手法上の問題を網羅する、専門分野別の

情報共有；関連する国際および政府間組織からの情

報。 

この結論書はまた IPCCを含めた関連組織に対し、

SBSTA-17およびその後のセッションで状況報告を

提出するよう求めている。最後に、これら結論書は、

締約国に対してさらなるステップ決定の「枠組み」

と初期結果を検討する要素について見解の提示を求

め、SBSTA-17でさらなるステップを検討すること

で合意している。 

国際機関との協力 

関連国際機関との協力に関する議題項目には、科学

機関、国連機関、その他の条約に関する３つの副項

目が含まれる。SBSTA のプレナリーは、6月 6日木

曜日に、科学機関や国連機関との協力問題を取り上

げ、同日に非公式折衝を開始した。SBSTA は 6月 7

日に他の条約との協力という副項目を取り上げた。  

SBSTA 6月 13日木曜日に、科学機関および他の条

約との協力に関する結論書を修正なしに採択し、ま

た国連機関との協力に関する決論書草案について議

論し、最終的には修正つきのこの採択を、6月 14日

金曜日まで延期した。 

科学機関との協力：6月 6日木曜日のSBSTA会合で、

締約国は、COP-5で採択された気候モニタリング原
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則実施の緊急性で、意見の一致をみた。Sue Barrell 

(オーストラリア)と David Lesolle (ボツワナ)を共同

議長とする非公式 コンタクトグループがその午後

に会合した。キャパシティ・ビルディングの必要性

に関する議論の後、共同議長は、地球気候観測シス

テム (GCOS)向けガイダンスに関する決定書草案を

作成するため、散会した。非公開にてさらなる非公

式議論が行われた。結論書は、6月 13日木曜日に修

正されることなく採択された。 

SBSTA結論書：科学機関との協力に関する結論書

(FCCC/SBSTA/2002/L.3)は、地域ワークショップから

提起された行動計画の実施の緊急性を指摘し、附属

書 I 締約国に対して、地球モニタリングシステム関

係で優先度の高い懸念事項を検討ことへの支援に、

貢献するよう求めている。 

国連機関との協力：6月 7日金曜日の SBSTA プレ

ナリーで、EU、スイス、ツバル、ノルウェーは、事

務局に対し、国際輸送からの排出に関係する手法上

の問題を探求し、その結果を SB-17で報告するよう、

求めることを提案した。この提案には、オーストラ

リア、米国、サウジアラビアが反対した。Thorgeirsson

議長は、 同議長が国連機関との協力に関する決論書

草案を作成すると述べた。 

結論書は、6月 13日木曜日に、SBSTA プレナリー

へ提出された；しかし締約国は、国際輸送からの排

出に関係する手法上の問題を検討する時間枠組みで

合意できなかった。さらなる折衝の末、この問題に

関する修正結論書が、6月 14日金曜日に採択された。 

SBSTA結論書：結論書 (FCCC/SBSTA/2002/ 

CRP.4/Rev.1)は、国際輸送からの排出に関係する手

法上の側面を SB-18で検討することを決めている。 

他の条約との協力：この問題は、6月 6日木曜日の

SBSTAで簡単に取り上げられ、その後 Clare 

Breidenich (米国)と Yvette Munguia de Aguilar (エル

サルバドル)を共同議長とする非公式の 非公開折衝

で取り扱われた。この結論書は、6月 13日木曜日に

採択された。 

SBSTA 結論書： SBSTA 結論書 (FCCC/SBSTA/2002/ 

L.4)は、UNFCCC、生物多様性条約(CBD)、 国連砂

漠化防止条約(UNCCD)、の共同連携グループの任務

を再確認し、UNFCCC、CBD、UNCCDでのクロス

カッティング主題分野を SB-17で検討することで合

意し、と同時にワークショップに委託条件を提案す

ることを視野に入れる。 

6 条 

UNFCCC 6条(教育、訓練、啓発)は、6月 7日金曜日

の SBSTA プレナリーで取り上げられ、その後

Jean-Pascal van Ypersele (ベルギー)と S. N. Sok 

Appadu (モーリシャス) を共同議長とするコンタク

トグループで取り上げられた。COP-8で検討される

括弧書きつきの決定書草案に留意する結論書が、 修

正の上、6月 13日木曜日の SBSTAで採択された。  

と同時に締約国は、6月 7日金曜日のプレナリーで、

最近開催された 6 条活動に関する作業プログラム

作成のためのワークショップの報告書

(FCCC/SBSTA/ 2002/INF.10)について議論した。マレ

ーシア、セネガル、ナンビア、ブラジル、エリトリ

アは、6条の活動が国主体のものである必要性を強

調した。  

金曜日午後に開かれた本コンタクトグループの第一

回会合で、締約国は、作業プログラム草案を明確化

する共同議長の作業に指針を与える主要な言葉と概

念を提案した。締約国はまた、作業プログラムへの

目的およびその優先度の可能性について議論した。 

同コンタクトグループの第 2回会合は、6月 10日月

曜日に開催され、カナダは、6条作業プログラムに

関する決定書草案の論議を SB-17まで延期し、締約

国がその可能な影響を評価するのに十分な時間を与

えることを、主張した。GEFの代表は、資金源に関

する表現を慎重に検討することを求めた。折衝は、

夜遅くまで続いた。 

6月 12日水曜日に、同コンタクトグループは、決定

書草案を論ずるには不十分な時間しか残されていな

いことで合意し、決論書草案のパラグラフごとの議

論のみを行った。締約国は、「資金源の利用可能性」

そして／または 4.7条(技術移転)を考慮した作業プ

ログラムの必要性で合意できず、決論書草案でのこ

れらの項目に関する記述は、削除された。 
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6月 13日木曜日に、決論書草案が SBSTAプレナリ

ーに提出された。共同議長の van Ypersele は、将来

の作業について、締約国に対し、作業プログラムに

関する締約国の見解を、SBSTA-17でのさらなる検

討および COP-8での採択の可能性のため書類にまと

めるべく、8月 20日までに提出することが求められ

ている、と述べた。ボツワナは、G-77/中国に代わり、

各国の状況と資源の利用可能性を考慮した作業プロ

グラムの必要性を再確認する、結論書への修正を提

案した。SBSTA は、修正された結論書を採択した。 

SBSTA結論書：結論書(FCCC/SBSTA/2002/L.11と

Add.1)は、作業プログラムの必要性を再確認し；事

務局に対し、6条活動の情報収集センターの可能性

について、報告書を作成するよう要請し；6条の活

動に関係する附属書 I 締約国からの国別報告書用の

ガイドラインレビューを考慮する必要性に留意し；

SBI に対し、6条の作業プログラム実施への資金援

助および技術援助の問題を、SB-17で検討するよう

求め；さらなる議論のため、COP-8に送られる 6条

のための作業プログラムに関し、括弧書きつきの決

定書草案に留意する。 

その他の問題 

クロアチアの提案：6月 7日金曜日に、SBSTA は、

UNFCCC 4.6条(経済移行国のための柔軟性措置)の

規定におけるクロアチアの特殊事情を考慮した。締

約国は、同国の温室効果ガス目録の基本年度を 1990

年から 1991年に調整するとのクロアチア案を取り

上げた。クロアチアは、11カ国セントラルグループ

(CG-11)の支持を得て、その特殊な状況を強調した。

EUは、4.6条の実施が、議定書の完全性を損なうも

のであってはならないと述べ、ウガンダは、決定が

前例を作ることを注意した。Jim Penman (英国)が非

公式折衝を行い、SBSTAは 6月 13日木曜日にこの

問題に関する結論書を採択した。 

SBSTA結論書：この結論書(FCCC/SBSTA/2002/L.7)

は、4.6条規定の柔軟性措置について、SBI の第 17

回セッションへの提起を念頭に、SBSTA の次回セッ

ションでさらに検討されるべきであるとしている。 

クリーンなまたは温室効果ガスの排出が少ないエ

ネルギー：SBSTAは、6月 11日火曜日のプレナリ

ーセッションでこの問題を取り上げ、決論書草案は、

6月 13日木曜日に採択された。Thorgeirsson 議長は、

クリーンなまたは温室効果ガス排出の少ないエネル

ギーに関するワークショップ報告書(FCCC/ 

SBSTA/2002/INF.8)に出席者の関心を求めた。カナダ

は、同国が第一約束期間に輸出するクリーンなまた

は温室効果ガス排出の少ないエネルギーにより得ら

れる地球規模環境便益と等しく、二酸化炭素換算で

年間 7千万トンを超えない分だけの割当量ユニット

受け取りを認めるとの決定書草案を提案し、G-77/

中国、EU、CG-11、ノルウェーは、これに反対した。

(FCCC/SBSTA/2002/MISC.3/Add.1) 

多くの締約国が、カナダのクリーンなエネルギー輸

出は「ビジネスアズユージャル」を成すものである

と決め付け、提案された決定が前例を作ることにな

る影響の可能性、その法的な根拠、そして附属書 I 締

約国による排出削減へのインセンティブに与える影

響可能性を問題とした。EUは、マラケシュ合意が

各国の状況を考慮していると観測し、ツバルは、こ

の提案がクリーンでないエネルギーの貿易を考慮し

ていないことを指摘した。ロシア連邦は、同国もク

リーンなエネルギーを輸出していることを指摘し、

この問題でのさらなる議論に関心を寄せた。サウジ

アラビアは、提案された決定書草案の考察を手法上

の問題や法的な問題が解決されるまで、進めないこ

とを提案し、ワークショップや IPCCの評価を企画

する提案を行った。カナダは、ニュージーランドや、

日本、ロシア連邦と共に、締約国が提案された決定

書草案について COP-8でさらに議論することを提案

した。Thorgeirsson議長は、折衝を行い、6月 13日

木曜日に決論書草案を提出し、これは修正なしに採

択された。  

SBSTA結論書：結論書(FCCC/SBSTA/2002/ CRP.5)

の中で、SBSTA は、クリーンなまたは温室効果ガス

排出の少ないエネルギーに関係する問題について提

案されたアプローチを検討し、またワークショップ

の報告書も留意し、SB-17でもこれらの問題の考察

を続けることで合意している。 

議定書 2.3 条：この問題は、6月 11日火曜日の SBSTA

で取り上げられた。サウジアラビアは、附属書 I 締

約国の P&Msによる悪影響を扱った議定書 2.3条の

重要性を強調し、この問題に関するワークショップ

を求めた。同代表は、この条項と、同代表の言では

附属書 I 締約国の約束実施から生じる悪影響を扱っ
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ているとされる議定書 3.14条との違いを指摘した。 

日本は、事務局に対して対応措置の影響を最小限に

することの報告に関係したワークショップを

COP/MOP-2の前に企画するよう求めている COP-7 

決定書(9/CP.7)を指摘し、EUとカナダの支持を得て、

この決定書がサウジアラビアの懸念に対処している

と述べた。サウジアラビア、リビア、クウェート、

アラブ首長国連邦は、2.3条専用の別なワークショッ

プを行うべきであると述べた。 

Thorgeirsson議長は、締約国に対し、この問題につい

て検討し、その見解を事務局に提出するよう提案し

た。同議長は、自身で非公式折衝を行うと述べた。

締約国は、6月 13日木曜日にこの問題に関する結論

書を採択した。 

SBSTA結論書：この結論書(FCCC/SBSTA/2002/ 

CRP.2)で、SBSTA は、この問題の考察を SB-17でも

続けることで合意し、これには、可能性あるワーク

ショップのタイミングと要素、そして SB-19前での

最初のワークショップ開催の可能性に関する必要性

が含まれている。この結論書は、事務局に対し、附

属書 I 締約国による第三次国別報告書の中での附属

書 I 締約国の P&Msに関する情報をまとめる中で、

2.3条を考慮するよう求めている。 

SBSTAプレナリーの閉会  

6月 14日金曜日の 午後に、 締約国は、SBSTA-16

の報告書(FCCC/SBSTA/2002/L.1)を採択した。

Thorgeirsson議長は、出席者、共同議長、事務局に謝

意を表明し、ニューデリーでの全員との再会を待ち

望んでいると述べた。同議長は、閉会の槌をならし、

会議は午後 2：45分に終了した。 

実施のための補助機関 

SBI議長の Raúl Estrada-Oyuela (アルゼンチン)は、6

月 10日月曜日に SBI-16の第一回会合を開催した。

UNFCCCエグゼキュティブセクレタリーの Joke 

Waller-Hunterは歓迎の挨拶の中で、実施が焦点とな

っていることを強調し、この意味での SBIの役割の

重要さを指摘した。 

組織上の問題：6月 10日月曜日に、締約国は議題書  

(FCCC/SBI/2002/1と Add.1)を検討した。カナダは、

6月 5日水曜日の SBSTA開会の際に指摘したとおり、

議定書 2.3条の実施に関する議題項目の状態での不

確実性を提起した。G-77/中国は、この項目を議題書

に含めることへの支持を表明したが、EUと日本は

これに反対した。 

米国は、「UNFCCCプロセスの透明性」と題する追

加の議題項目を提案した。この議題の採択は延期さ

れ、締約国は、他の議題項目の検討を継続すること

で合意した。 

6月 12日水曜日に、締約国は議題書の採択を改めて

取り上げた。米国は、同国の提案が、現在「UNFCCC 

プロセスの効果的な参加」という題になっているこ

とを指摘した。締約国は、手続き上の問題で意見の

不一致があり、議題書の採択は延期された。 

6月 14日金曜日には米国の提案（の討議―訳注）に

戻り、米国は、CDM 執行理事会にオブザーバーとし

て参加することへの関心を強調し、また NGOs から

より多くが参加することを勧めた。Estrada議長は、

他の機関の状況に関する分析や可能な解決法の記述

を含めた文書が事務局により作成されると述べた。 

その後締約国は、SBSTA の方で取り上げる議定書

2.3条の実施に関する議題項目を除いた議題書の採

択に移った。 

附属書 I諸国の国別報告書  

附属書 I諸国の国別報告書に関する議題項目は、6

月 10日月曜日に SBI プレナリーで検討され、決論

書草案が 6月 14日金曜日に、採択された。 

月曜日に、事務局は附属書 I 締約国での温室効果ガ

ス排出の傾向を詳述した文書(FCCC/ SBI/2002/3) に

注意を喚起し、国別報告書のレビューと考察プロセ

スを改善するオプションを提案した。 

排出傾向が「自己満足の余地もない」との観測から、

EUは、SB-17でレビュープロセスを検討するよう提

案した。カナダ、米国、オーストラリアは、現在の

プロセスが十分機能しているとし、現時点でのいか

なる修正へも反対すると述べた。 
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Estrada議長は、第三次国別報告書のレビューに関す

る状況報告書(FCCC/SBI/2002/INF.4)に焦点を当てた。 

6月 14日金曜日に、Estrada議長は決論書草案を提出

し、パラグラフ１での「入手可能なデータにより」

の削除を提案した。この決論書草案は、さらなる修

正なく採択された。 

SBI結論書：附属書 I諸国の国別報告書に関する結

論書 (FCCC/SBI/2002/L.3) には、SBIが  SB-17 で、

レビュープロセスの改善に関する問題でのさらなる

検討を行い、また国別報告書の期限どおりの提出を

容易にするためにどういった行動をとれるかを検討

するとの合意が盛り込まれている。 

非附属書 I諸国の国別報告書：  

締約国は、6月 10-11日の月曜日と火曜日の SBIプ

レナリーで、非附属書 I諸国の国別報告書に関する

議題項目での議論を行い、専門家諮問グループ 

(CGE)、ガイドラインの改訂、資金および技術援助

という３つのサブ項目での作業を取り扱った。決論

書草案作成のため、この週を通して非公開で非公式

の折衝がもたれ、その結論書草案は、6月 14日金曜

日の SBI プレナリーで採択されたに、 

CGEの作業：月曜日の SBIプレナリーで、CGE 議

長の Isabelle Niang-Diop (セネガル)は、CGEの活動

について報告し、SBI議長の Estradaは、関連報告書

(FCCC/SBI/2002/INF.3； FCCC/SBI/2002/2) に出席者

の関心を喚起した。 

火曜日の SBIプレナリーにおいて、Estrada議長は、

CGEでの作業について決論書草案が作成されると

述べた。当該結論書は、6月 14日金曜日に採択され

た。 

SBI結論書：CGEに関する結論書 (FCCC/SBI/2002/ 

CRP.2)には、COP-8で行われる CGEの委託条件のレ

ビューに関する見解を提出するようにとの締約国へ

の招請が含まれている。 

ガイドラインの改訂：6月 11日火曜日の SBI プレ

ナリーで、Estrada議長は、提案されているガイドラ

イン改善案(FCCC/SBI/2002/INF.2)への注意を喚起し

た。米国は、時間枠組みに関する議論を呼びかけ、

この点での特定の提案を行った。同代表はまた、開

発途上国での緩和および適応の機会を評価するのに

CGEが国別報告書を用いるよう、提案した。非公式

グループは、非公開の場での議論で会合し、6月 14

日金曜日に、結論書が採択された。 

SBI結論書：ガイドライン改訂に関する結論書

(FCCC/SBI/2002/CRP.6)には、提案されている改善ガ

イドラインに概要を示す活動への資金提供に関する

見解を提出するようにとの GEFへの要請が含まれ、

また改訂ガイドラインに基づいて、第二次国別報告

書への適切な資金提供が行われるべきであると指摘

している。 

資金・技術支援：火曜日の SBIプレナリーで、Estrada

議長は、GEFから受け取った情報 

(FCCC/SBI/2002/INF.1)を指摘し、コメントを求めた。

多くの 締約国が資金的支援の重要性を強調し、

Estrada議長は、この問題が SB-17で再度討議される

との観測から議論を非公開とした。 

SBI結論書：資金・技術支援に関する結論書
(FCCC/SBI/2002/CRP.3)国別報告書の作成および

GEF提供の情報における進展を指摘している。 

資金メカニズム 

6月 10日月曜日に、締約国は、資金メカニズムのレ

ビューを検討した。 Estrada議長は、GEFの実績に

関するフィードバックを行うよう出席者に求めた。

EUは、中規模プロジェクトへの GEFの資金提供を

支持し、プロジェクトサイクルを合理化する GEFの

努力を歓迎した。カナダは、レビュー が少数の実際

的な提案に焦点を当てることを希望した。ロシア連

邦は信頼性を強調した。締約国は Rawleston Moore 

(バルバドス)を議長とする非公式議論を行うことで

合意した。 

6月 14日金曜日に、Moore 議長は、資金メカニズム

のレビューに関する SBI 決論書草案を提出し、同案

は全面的に採択された。 

SBI 結論書：これらの結論書(FCCC/SBI/2002/L.5)で、

SBI は、7月 8日までに資金メカニズムの効果性に

関するそれぞれの経験についての情報を提供するよ

う、締約国、政府間組織、非政府組織に求め、事務



GISPRI/IGES仮訳 

 16

局に対しては、受け取った提出文書ならびに他の文

書を基に、SB-17での検討のため、資金メカニズム

に関する統括報告書を作成するよう要請している。 

悪影響 

UNFCCC 4.8条と 4.9条 (悪影響)実施の問題は、6

月 11日火曜日の SBIプレナリーで検討され、コン

タクトグループに委ねられて、同グループは 3回会

合した。同グループは決論書草案で合意し、これは  6

月 14日金曜日に SBIにより採択された。 

火曜日に、Daniela Stoytcheva (ブルガリア)は、5月

16-18日に開催された、気候変化の悪影響および対

応策の影響を評価するモデル化活動の状況に関する

ワークショップについて、報告した。同代表は、同

様なワークショップの報告も、 COP-8での検討のた

め提出されることになると述べ、また COP-8前に開

催される 2つの追加のワークショップは、保険とリ

スク評価を取り扱うことを指摘した。ジンバブエは、 

Zimbabwe、G-77/中国に代わり、4.8条と 4.9条の実

施を確実にするメカニズム開発の重要性を強調し、

4.9条(LDCs)規定の活動促進を促した。米国は、現

在のモデル研究が依然として多分に不確実であると

述べ、またカナダとオーストラリアは、データの入

手可能性の重要さを強調した。イラン、アルジェリ

ア、ブルキナファソは、キャパシティ・ビルディン

グとUNFCCC 6条との連係確立を奨励した。 Estrada

議長は、サウジアラビア  イランがこの問題について

提出した文書が COP-8での検討のためその他の文書

にまとめられると述べ、カナダ、  オーストラリア、

日本はこれに反対した。決論書草案を検討するため、

Daniela Stoytchevaを議長とするコンタクトグループ

が結成された。 

6月 12日水曜日に、締約国は、コンタクトグループ

の Stoytcheva議長による決論書草案について議論し

た。ジンバブエは G-77/中国に代わり、これらの結

論書が、悪影響に関する COP-7決定書 5/CP.7との明

確な引用が行われていないことを強調して、結論書

に反対した。同代表はまた、資金が不足した場合、

提案されている保険およびリスク評価のワークショ

ップは、COP-8後に予定できるとしたサブパラグラ

フに異議を唱えた。イランは、結論書が、将来のモ

デル化活動への配慮を適切に反映しているべきであ

ることを、強調した。オーストラリア、カナダ、EU、

米国は、中身ではなくプロセスに関する決定をとの、

SBI議長 Estradaの要請に、締約国が従うべきである

と述べた。締約国は、資金提供への引用を削除する

ことで合意したが、モデル化活動の重要性、締約国

の意見提出の範囲、将来のワークショップとその委

託条件では、共通認識に至らなかった。Stoytcheva

議長は、非公式折衝を行うため、会合を中断した。 

出席者は、決論書草案改定案を検討するため、夕方

に再度会合した。G-77/中国は、決論書草案に、より

広範囲な実施活動の重要性に関する自分たちの懸念

を反映されていないと主張した。ニュージーランド、

カナダ、EU、米国は、改定結論書が「バランスのと

れた妥協」であるとして、これを支持した。決論書

草案に反対している締約国との Stoytcheva議長によ

る非公式折衝の後、出席者はこれら草案を SBIへ送

ることで合意した。SBIは 6月 14日金曜日にこれ

ら結論書全体を採択した。 

SBI 結論書：結論書(FCCC/SBI/ 2002/CRP.5)によると、

SBIは：締約国に対し 8月 1日までに 4.8条と 4.9条

の実施とワークショップに関する意見を提出するよ

う求め；締約国に対し、これらワークショップへの

委託条件の追加可能性に関する見解を、8月 1日ま

でに提出するよう要請し；SB-17でワークショップ

の成果を考察すると決定する。 

最後進国  

締約国は、6月 11日火曜日の SBI プレナリーで

LDCs の件を検討した。LDC専門家グループ (LEG)

議長の Bubu Jallow (ガンビア)は、提案されている

LEGの作業プログラム(FCCC/SBI/2002/5)について

コメントした。マリは、適応行動プログラム(NAPAs)

の実施優先を支持した。EUは、LEGが相対的優位

にたつ戦略活動に、焦点を当てるべきであると述べ

た。 

決論書草案が 6月 14日金曜日の SBI プレナリーに

提出され、改正なしに採択された。 

SBI 結論書：SBI結論書 (FCCC/SBI/2002/CRP.4)には、

LEGの作業プログラムへの支持が含まれ、またこの

作業プログラムの実施における進展について、

SB-17で SBIに最新情報を提供するよう LEG議長に

求めている。 
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キャパシティ・ビルディング 

SBIプレナリーは 6月 11日火曜日に、キャパシテ

ィ・ビルディングの件を取り上げた。Estrada議長は、

開発途上国および EITsでのキャパシティを構築す

る枠組が COP-7で採択されたことを指摘した。G-77/

中国は、キャパシティ・ビルディング活動の実施を

容易にするための資金提供を歓迎した。 

決論書草案は 6月 14日金曜日の SBIプレナリーに

提出され、改定なく採択された。 

SBI結論書：SBI結論書(FCCC/SBI/2002/L.4)は、国

内目録の作成と国内システムの確立に関係したキャ

パシティ・ビルディング活動の実施を支援する必要

性を指摘し、GEFの資金提供を受けての各国のキャ

パシティニーズ自己評価について、意見を提出する

ようにとの、締約国への要請も含まれる。 

CACAM の要請 

6月 12日水曜日に、アルメニアは、中央アジア諸国

とコーカサス、アルバニア、モルドバの諸国グルー

プ(CACAM)を代表して、同グループが「開発途上国」

という用語の定義、および COP-6で作成されたもの

も含めた UNFCCC決定書の内容での CACAMの立

場について、明確化を求めていると述べた。同代表

は、CACAM諸国が、これら決定書での「開発途上

国」という言葉全てを、「開発途上国とその他の附

属書 Iに含まれない締約国」という表現に変更しな

ければならないと、提案している。EUは、UNFCCC

の文章で使われているとおり「附属書 I に含まれな

い締約国」という用語を用いるよう、結論書作成時

には、注意する必要があると述べた。ベネズエラは、

G-77/中国を代表し、「開発途上国」という用語の調

査は、必要ないと述べた。Estrada議長は、同議長が

引き続き折衝を行い、SB-17で報告すると述べた。 

WSSDに向けての準備 

6月 10日月曜日に、モロッコは、持続可能な開発世

界サミット(WSSD)への準備作業について SBIに報

告した。同代表は、バリでの交渉について出席者に

ブリーフィングを行い、締約国が実施方法について

の合意に達することができず、決裂の結果となった

ことを指摘した。パキスタンは、G-77/中国に代わり、

同グループのWSSDへの引き続いての献身を表明し、

締約国がリオでの約束を果たしていないことへの懸

念を指摘した。EUは、気候変化とWSSDプロセス

との間の連係強化を促し、予定設定と行動プログラ

ムの必要性を指摘した。 

政府間会合  

6月 10日月曜日の SBI プレナリーで、事務局は、政

府間会合のための調整に関する文書 (FCCC/ 

SBI/2002/4)を提出した。COP-8について、事務局は、

各国のステートメントを含めたハイレベルの部分を

ラウンドテーブルでの議論に換えることを提案した。

京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締

約国会議の第一回会合(COP/MOP-1)に関する調整に

ついて、EUは、COPと COP/MOPでの共通の問題

および必要な規則や手続きの定義づけについて作業

することを支持した。カナダ、ニュージーランド、

ノルウェー、オーストラリアは、既存の UNFCCC

の手続き規則の利用を支持した。将来のセッション

でのプログラムについて、事務局は、ワークショッ

プの数の増大への懸念を強調した。Estrada議長は、

ワークショップの優先度付けとワークショップ準備

作業の改善を、提案した。 

会議サービス用の予算の件について、米国、日本、

カナダは、UNFCCCの予算で会議費用を負担するべ

きで、国連総会(UNGA)の通常予算で負担するべき

ではないと述べた。COP-9に関して、Estrada議長は、

その場所がまだ決まっていないことを指摘した。

SBIは、これらサブ項目に関する結論書を、6月 14

日金曜日の閉会プレナリーセッションで採択した。 

SBI結論書：政府間会合に関する結論書
(FCCC/SBI/2002/L.2)で、SBIは、インド政府に対し 

COP-8開催への謝意を表し、閣僚クラスのラウンド

テーブル議論を提案し、参加のための信託基金への

寄付を行うよう締約国に要請している。COP/MOP-1

に向けての調整に関して、SBIは、74の締約国が京

都議定書を批准したと指摘し、SBI-17で手続き上の

問題をさらに考察することで合意している。将来の

セッションでのプログラムに関し SBIは、提案され

ている将来のワークショップや会合に目を向け、そ

の件数に懸念を表明し、ワークショップをセッショ

ン期間と合わせて組む可能性を探ると同時に、少数

の代表団にとっての制約に配慮するよう、事務局に
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勧めている。会議サービス向けの予算について SBI

は、第 56回国連総会での締約国の見解とその後の展

開に注意を払っている。COP-9の場所について、SBI

は、締約国に対し、会議の主催を申し出るよう求め

た。  

管理上・資金上の問題  

この議題項目は、6月 10日月曜日の SBIプレナリー

で取り上げられた。寄付金の状況に関して、事務局

は、2002-2003年の 2年度での資金実績中間報告

(FCCC/SBI/2002/INF.5)を提出した。同代表は、現在

190件の寄付金が未納となっている事実に関心を喚

起した。寄付金の延滞に対応する可能なオプション

に関して、事務局は、こういった情報の公開が期限

内での支払いを促進すると述べ、SB-15が COP-8で

の採択に向け送致している決定書草案への関心を喚

起した。本部に関する合意の実施について、ドイツ

は進捗報告書を提供し、ボンでの UNキャンパスと

新しい会議施設の計画が進んでいることを指摘した。

UNFCCCエグゼキュティブセクレタリーの

Waller-Hunterは、計画を歓迎しドイツ政府に感謝し

た。Estrada議長は、この議題項目に関する SBI結論

書草案を自身で作成すると述べた。この結論書は 6

月 14日金曜日の SBIプレナリーで採択された。 

SBI結論書：セッションの報告書

(FCCC/SBI/2002/L.1)に含まれている、この結論書の

中で、SBIは、2002年 5月 31日現在での寄付金の

状況に注意を向けた。同結論書は、議長に対し、寄

付金の延滞に対応する可能なオプションについての

協議を継続し、結果を SBI-17で報告するよう要求し、

またホスト国（ドイツ‐訳注）政府ならびに

UNFCCCエグゼキュティブセクレタリーに対し、本

部に関する合意実施でのさらなる進展について

SBI-17で報告するよう求めている。 

その他の事項 

LULUCFに関するクロアチアの提案：この議題項目
は、6月 12日水曜日に、取り上げられた。締約国は、

クロアチアの森林活動を議定書 3.4条(追加的活動)

の下で考慮するとのクロアチア提案を審議した。

Estrada議長は、排出の基本年度を変更するとの別な

クロアチア提案について SBSTAで折衝が行われて

いることを指摘した。同議長は、両方の問題が同時

に解決されることとなり、またこれらの提案は

SB-17で取り上げられると述べた。 EUは、クロア

チアが提案している森林管理分のディスカウントの

価値が FAOの提供する価値を上回っていることを

指摘し、この問題は、排出基本年度の問題が解決さ

れたところで、SBSTA での検討のため送られるべき

であると述べた。クロアチアは、技術レビューがす

でに行われていることから、SBSTA がこの問題を取

り上げる必要があるとは考えていないと述べ、

SB-17で両方の問題を同時に取り上げるとの Estrada

議長の提案に賛成した。 

SBIの閉会プレナリー  

6月 14日金曜日に、SBIラポーターの Emily 

Ojoo-Massawa (ケニア) は、セッションの報告書 

(FCCC/SBI/2002/L.1)を提出した。Estrada議長は、文

書をパラグラフごとに取り上げ、本部に関する合意

の実施についての決定書草案が COPへ直接送られ

ることを指摘した。同議長はまた、SBSTA で合意さ

れた温室効果ガス目録の報告とレビューに関する結

論書も、SBIへではなく、COPに直接送られると述

べた。締約国は、セッションの報告書について採決

を行った。Estrada議長は、参加者、事務局、共同議

長に感謝し、11：48amをもって、SBI の第 16回セ

ッションを閉会した。 

 


